
９月１０日 (水 )

第 4次提訴のお知らせ
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提訴スケジュール
第一陣最終提訴！

私たちは、国と東京電力に対して、福島第一原発事故前の福島に戻す事、
そして戻るまでの間、１カ月につき５万円の損害倍所を求めて、福島地方
裁判所に提訴しています。原告数は第 3次提訴までで約２６００人、今回
の提訴では、前回の８００人を大きく超える人数で、提訴を行います。
福島第一原発事故から３年半が経過しても、事故の多くの被害者は、満足
な損害賠償もなく、多くの方々が未だ事故前の暮らしを取り戻す事ができ
ません。しかし、大飯原発差止訴訟で画期的な判断が示されたにもかかわ
らず、国や各電力会社はまるで福島第一原発事故がなかったかのように、
各地の原子力発電所の再稼働を推進しています。
福島第一原発事故を引き起こした国や東京電力に対して、怒りの声をあげ
ていかなければなりません。是非多くの方のご参加をお待ちしております。

[ 問い合わせ先 ]　あぶくま法律事務所
〒960-8018 福島県福島市松木町７−１７ 

　HP：http://www.nariwaisoshou.jp/TEL：024-534-5151　
FAX:024-534-0483　 FB：https://www.facebook.com/nariwaikaese

11時00分 あぶくま事務所前集合
11時45分 裁判所へ行進
　　　　　　　～
11時55分 訴状提出
　　　　　　　～
12時30分 記者会見
　　　　　　(市民会館2階)
13時00分 報告集会
14時00分 アンケート記入会
   　

▼第三次提訴のもよう

▲第三次提訴時の記者会見・報告集会のもよう

現在、全原告の方（基本的に世帯毎）の、

福島第一原発事故によって受けた損害につ

いてのアンケート提出を予定しています。

報告集会後、アンケートの記入会を行ない

ます。このアンケートは、裁判所に提出す

るもので、重要な証拠です。

アンケートの記入会もご参加ください！！

原告アンケート記入会予定！

是非多くの方の参加を！


